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第４回横手市総合計画審議会 会議録 

 

 

日 時  令和６年１１月１３日（水）午後６時３０分から午後８時３０分 

 

場 所  横手市役所本庁舎２階第一・二会議室 

 

出席者 【委員】※横手市総合計画審議会委員名簿順 

佐々木均委員、佐藤信行委員、髙橋征宏委員、鈴木百合子委員、 

柴田優子委員、中川義徳委員、高橋孝太委員、藤原晴菜委員、 

成田朋子委員、畑しのぶ委員、江村紘臣委員、鈴木智子委員 

（御欠席） 

子野日円美委員、織田夏雄委員、平元沙恵子委員、嵯峨陽子委員、 

千田慎之介委員、松井美和委員 

    【事務局】 

小玉総務企画部長、森田総務企画部次長兼人事課長、 

鈴木財務部財政課副主幹、 

小松田まちづくり推進部次長兼地域づくり支援課長、阿部副主幹 

大友経営企画課長、酒井課長代理、福田主査、坂元副主査、 

佐藤主任 

 

概 要 

１．開会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．議事 

（１）中期財政見通しについて（報告） 

・次期総合計画審議の参考として、資料１に基づき、財政課より説明。 

 

【質問】 

 

Ｑ 資料５ページ下段のグラフについて、標準財政規模２０％（赤いライン）が、市

の財政状況が健全か否かを判断する基準との説明があったが、その基準を下回

らないように財政課として意識している点などがあれば教えてほしい。 
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Ａ 財政課としては、毎年度の予算編成において、本当に効果がある事業なのか否

か、過度な予算計上をしていないかなどの点について予算（事業）査定をしてお

り、コスト削減することを意識している。 

 

Ｑ 関連して、基金残高が毎年減少していく見通しとなっているが、増加する見通

しを別途シミュレーションしているのか。 

Ａ 増加する見通しのシミュレーションはしていない。減少幅を緩やかにできるよ

うにしていきたい。 

 

（２）職員数の推移について（報告） 

・次期総合計画審議の参考として、資料２に基づき、人事課より説明。 

 

【質問】 

Ｑ 職員採用をする上で、必要な職員数は確保できているのか。 

Ａ 令和６年度に関しては、採用予定人数を確保できていない状況である。原因と

しては、少子化の影響で受験者数が減少していること、民間企業の待遇の方が

優れていること、併願先に人材が流出してしまっていることが考えられる。 

  今後、市役所の仕事についての魅力発信方法や職員試験制度を見直ししていく

必要性があると感じている。 

 

Ｑ 採用試験は複数回開催しているのか。 

Ａ 基本的には１期と２期に分けて実施している。試験自体は、教養及び面接試験

などを実施する第１次試験と、最終面接等を実施する第２次試験の２度実施し

ている。また、大卒と職務経験者については、東京で採用試験を実施している。 

 

（３）第２次横手市総合計画総括評価の結果について（報告） 

・資料３に基づき、事務局より説明。 

・どの政策も最高点は５点、最低点は２点という評価だったが、政策１の健康福祉分

野に関しては、委員１８人中１０人が４点という評価だったことが評価点を押し

上げた要因である。まちづくりアンケートの市民満足度においても、健康福祉分

野のほとんどの施策が中位以上となっており、今回の結果は、まちづくりアンケ

ートの市民満足度とも似かよった結果になったと捉えている。 

・政策２の教育文化に関しては、最高点の５点をつけた方が２人いた一方で、２点の

方が４人いた。スポーツ関連の評価が低かったことが要因と分析している。まち

づくりアンケートにおいても、教育文化の施策２－３「生涯スポーツの推進」以外

の施策の満足度は高いものの、施策２－３に関する満足度は３３項目中２４位と

低い位置にあり、今後、新横手体育館の利活用も含め、満足度を高める取組が必要

と考える。 
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・この評価については審議会における総括評価結果として、議会への報告を予定し

ている。 

・今回、審議委員による評価では平均３点以上ということで、概ね方向性としては良

いという評価だったが、別の視点での取組が必要であるという意見も頂戴してお

り、結果については、市の内部や総合計画策定委員会とも共有し、第３次総合計画

の策定に活かしてまいりたい。 

 

（４）横手市自治基本条例の検証について 

・第３回資料３に基づき、２グループに分かれて意見交換を実施。 

・関連のある章をまとめて意見交換 

１．市の役割（第５章、第６章、第７章） 

２．議会の役割（第４章） 

３．市民の役割（第３章、第８章） 

４．広域連携等（第９章） 

 

・各グループの意見を事務局から全体へ共有。 

 ※意見交換内容については、別紙「自治基本条例意見交換結果」を参照。 

・審議会としての検証は以上となり、いただいた意見については、今後市の内部で共

有し、条例改正の有無を市として協議・判断した上で、議会へ検証結果として報告

する予定。 

 

４．その他 

事務局から 

・次回は１２月１８日（水）を予定。策定委員会における次期総合計画検討状況の報

告を予定している。 

 

５．閉会 

 

以上 


